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岡
　
崎
　
幸
　
司

　
台
湾
給
与
所
得
者
の
税
金
（
直
接
税
）

　
台
湾
の
給
与
所
得
者
が
自
宅
と
自
家
用
車
を
所
有

し
て
い
る
場
合
、
国
税
の
総
合
所
得
税
（
五
月
、
申

告
の
み
）、
汽
車
燃
料
使
用
費
（
七
月
、
国
税
の
道
路

特
定
財
源
に
相
当
）、
地
方
税
の
使
用
牌
照
税
（
四

月
）・
房
屋
税
（
五
月
）・
地
価
税
（
十
一
月
）
の
納
付

義
務
を
負
う
。
台
湾
で
は
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
の
販
売
価

格
に
税
金
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
汽
車
燃
料
使

用
費
と
い
う
形
で
事
実
上
の
徴
税
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
国
が
異
な
れ
ば
賃
金
お
よ
び
物
価
水
準
も
異
な
る

の
で
、
日
本
で
生
活
し
て
い
る
人
々
に
は
台
湾
給
与

所
得
者
の
納
税
感
が
伝
わ
ら
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
東
京
と
台
北
の
コ
ン
ビ
ニ
・
ア
ル
バ
イ
ト
の

時
給
を
も
と
に
し
た
コ
ン
ビ
ニ
・
バ
イ
ト
代
本
位
制

に
よ
る
と
、
一
元
（
台
湾
ド
ル
）
＝
一
〇
円
強
と
な

る
こ
と
か
ら
、
読
者
諸
賢
に
は
元
表
示
を
十
倍
し

て
、
換
言
す
れ
ば
元
表
示
に
ゼ
ロ
を
一
つ
加
え
て
お

考
え
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。
こ
う
す
れ

ば
、
日
本
の
感
覚
に
近
づ
け
て
ご
理
解
い
た
だ
け
る

の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
な
お
、
所
得
税
の
紹
介

を
後
回
し
に
す
る
こ
と
、
地
方
税
の
税
率
は
筆
者
が

住
む
台
北
県
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し

て
お
き
た
い
。

　
　
車
両
税
（
使
用
牌
照
税
）

　
　
燃
料
税
（
汽
車
燃
料
使
用
費
）

　
車
両
税
の
税
額
は
、
日
本
の
自
動
車
税
同
様
、
車

両
の
用
途
・
種
類
・
排
気
量
に
よ
り
差
が
あ
る
。
燃

料
税
も
ほ
ぼ
同
じ
区
分
に
従
っ
て
い
る
が
、
軽
油

（
柴
油
）
は
ガ
ソ
リ
ン
（
汽
油
）
の
六
割
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
九
座
席
以
下
の
自
家
用
ガ
ソ
リ
ン
車
で

は
、
車
両
税
と
燃
料
税
は
年
額
で
そ
れ
ぞ
れ
四
三
二

○
元
・
四
三
二
○
元
（
排
気
量
六
○
一㏄
〜
一
二
○

○
㏄
）、
七
一
二
○
元
・
四
八
○
○
元
（
一
二
○
一㏄

〜
一
八
○
○㏄

）、
一
一
二
三
○
元
・
六
二
一
○
元

（
一
八
○
一
㏄
〜
二
四
○
○
㏄

）、
一
五
二
一
○
元
・

七
二
○
○
元
（
二
四
○
一
㏄
〜
三
○
○
○
㏄
）
な
ど
と

な
っ
て
い
る
。

　
日
本
の
自
動
車
二
税
（
自
動
車
税
＋
自
動
車
重
量

税
）
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
台
湾
の
車
両
税
は
日
本

の
二
倍
前
後
の
実
感
で
あ
り
、
重
税
感
が
し
な
い
わ

け
で
も
な
い
。
燃
料
税
は
課
税
方
法
が
日
本
と
台
湾

で
全
く
違
う
た
め
残
念
な
が
ら
比
べ
る
こ
と
は
難
し

い
。

　
　
家
屋
税
（
房
屋
税
）

　
　
土
地
税
（
地
価
税
）

　
家
屋
税
は
（
家
屋
の
現
在
価
値
＝
評
価
額
）
×
（
税

率
）
で
計
算
さ
れ
る
。
家
屋
は
四
種
類
に
分
け
ら
れ
、

税
率
は
「
住
家
用
」（
住
宅
）
が
一
・
二
％
、
私
立
の

病
院
や
医
院
な
ど
「
非
住
家
用
非
営
業
用
」
が
二
％
、

「
営
業
用
」
が
三
％
、「
合
法
登
記
工
廠
供
直
接
生
産

使
用
之
自
有
房
屋
」
（
工
場
と
し
て
合
法
的
に
登
記
し

直
接
生
産
に
使
用
し
て
い
る
自
己
所
有
の
家
屋
）
は

「
営
業
用
」
税
率
の
半
分
（
一
・
五
％
）
で
あ
る
。

　
土
地
税
の
税
率
に
は
一
般
用
地
税
率
と
特
別
税
率
の

二
種
類
が
あ
り
、
自
家
用
住
宅
用
地
や
工
業
用
地
な
ど

に
は
特
別
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。
自
家
用
住
宅
用
地
、

工
業
用
地
に
対
す
る
税
率
は
お
の
お
の
○
・
二
％
、
一

％
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
で
は
土
地
・
家
屋
と
も
標
準
で
一
・
四
％
の
固

定
資
産
税
が
徴
収
さ
れ
、
さ
ら
に
○
・
三
％
以
内
で
都

市
計
画
税
も
賦
課
さ
れ
る
。
持
家
に
関
す
る
限
り
、
台

湾
の
固
定
資
産
税
（
家
屋
税
＋
土
地
税
）
の
方
が
表
面

的
な
税
率
は
低
い
。
も
っ
と
も
、
日
本
で
は
軽
減
措
置

も
多
い
の
で
、
日
台
ど
ち
ら
の
固
定
資
産
税
が
安
い
の

か
、
税
金
素
人
の
筆
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
　
所
得
税
（
総
合
所
得
税
）

　
源
泉
徴
収
は
日
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
年
末
調
整
は

な
く
、
給
与
所
得
者
も
税
務
署
に
確
定
申
告
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
申
告
は
核
家
族
単
位
が
基
本
で
あ
る

が
、
条
件
を
満
た
せ
ば
外
国
人
も
含
め
た
直
系
尊
属
や

親
族
と
の
合
同
申
告
も
許
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
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ネ
ッ
ト
で
の
申
告
も
可
で
あ
る
し
、
税
務
署
に
申
告
書

と
関
係
資
料
を
持
参
（
郵
送
）
し
て
も
よ
い
。

　
以
下
で
は
と
も
に
宮
仕
え
で
あ
る
筆
者
夫
婦
を
例
に

申
告
書
の
記
入
作
業
を
概
説
す
る
。
納
税
義
務
者
（
申

告
代
表
者
）
欄
に
台
湾
（
中
華
民
国
）
籍
の
愚
妻
、
配

偶
者
欄
に
筆
者
、
扶
養
親
族
欄
に
筆
者
の
両
親
と
豚
児

を
書
く
。
老
父
母
に
関
し
て
は
、
筆
者
と
の
親
子
関

係
・
生
存
の
証
拠
と
し
て
生
年
月
日
と
発
行
日
に
中
国

語
訳
（
中
華
民
国
☆
☆
年
△
△
年
□
□
日
）
を
付
け
た

戸
籍
謄
本
を
添
付
す
る
。
義
父
母
の
扱
い
は
義
兄
夫
婦

と
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
生
活
に
は
困
っ
て

い
な
い
も
の
の
無
収
入
に
し
て
各
種
控
除
の
対
象
と
な

る
義
父
母
と
合
算
す
る
と
節
税
で
き
る
が
、
重
複
申
告

は
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
義
父
母
そ
ろ
っ
て

義
兄
夫
妻
と
合
同
申
告
、
義
父
母
と
も
に
筆
者
夫
婦
と

合
算
、
義
兄
夫
妻
・
筆
者
夫
婦
で
一
名
ず
つ
分
け
て
合

同
申
告
、
の
三
つ
の
中
か
ら
一
つ
に
決
め
る
。

　
所
得
額
は
、
申
告
書
記
載
者
全
員
に
つ
い
て
、
勤
務

先
・
銀
行
等
が
発
行
す
る
前
年
の
所
得
・
利
子
な
ど
の

証
明
書
（
源
泉
徴
収
額
も
併
記
）
通
り
に
記
入
、
申
告

時
に
証
明
書
を
添
え
る
。
た
だ
し
、
筆
者
の
老
父
母
は

日
本
在
住
ゆ
え
、
所
得
申
告
の
必
要
は
な
い
。

　
主
な
控
除
課
目
と
し
て
は
、
基
礎
控
除
（
書
類
上
は

免
税
額
と
し
て
扱
わ
れ
る
）、
給
与
所
得
控
除
、
一
般

控
除
が
挙
げ
ら
れ
る
。
基
礎
控
除
は
、
満
七
十
歳
以
上

が
一
一
五
五
○
○
元
、
満
七
十
歳
未
満
は
七
七
○
○
○

元
で
あ
り
（
日
本
は
一
律
三
十
八
万
円
）、
筆
者
の
両

親
に
つ
い
て
も
基
礎
控
除
が
で
き
る
。
所
得
の
申
告
は

不
要
、
し
か
し
各
種
控
除
の
対
象
に
な
る
、
と
い
う
の

は
何
と
も
不
思
議
で
あ
る
が
、
税
負
担
を
減
ら
せ
る
の

で
大
い
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　
給
与
所
得
控
除
は
一
人
十
万
元
が
上
限
と
決
め
ら
れ

て
お
り
、
年
間
給
与
所
得
が
十
万
元
未
満
の
場
合
は
そ

の
金
額
が
控
除
の
最
高
額
と
な
る
。

　
一
般
控
除
は
標
準
控
除
と
個
別
控
除
の
二
方
法
か
ら

一
つ
を
選
択
す
る
。
標
準
控
除
で
は
控
除
額
が
独
身
者

七
三
○
○
○
元
、
夫
婦
合
算
申
告
者
一
四
六
○
○
○
元

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
個
別
控
除
を
選
ぶ
と
、
健
康
保

険
料
・
一
般
保
険
料
・
医
療
費
な
ど
認
め
ら
れ
た
控
除

課
目
に
つ
い
て
個
別
に
控
除
額
を
計
算
、
領
収
書
を
提

出
す
る
こ
と
に
な
る
。
健
康
保
険
料
は
全
額
控
除
、
健

康
保
険
料
以
外
の
各
種
保
険
料
（
一
般
保
険
料
）
の
控

除
枠
は
一
人
当
た
り
二
四
○
○
○
元
で
あ
る
。
医
療
費

は
健
康
保
険
医
の
診
療
を
受
け
た
場
合
に
の
み
、
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
読
者
諸
氏
が
最
も
興
味
を
お
持
ち
で
あ
ろ
う

所
得
税
率
は
、
六
％
（
課
税
所
得
四
一
万
元
未
満
）、

十
三
％
（
一
○
九
万
元
未
満
）、
二
十
一
％
（
二
一
八

万
元
未
満
）、
三
○
％
（
四
○
九
万
元
未
満
）、
四
○
％

（
四
○
九
万
元
以
上
）
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
は
、
五

％
（
課
税
所
得
一
九
五
万
円
以
下
）、
一
〇
％
（
三
三

○
万
円
以
下
）
、
二
○
％
（
六
九
五
万
円
以
下
）、
二

十
三
％
（
九
○
○
万
円
以
下
）、
三
十
三
％
（
一
八
○

○
万
円
以
下
）
、
四
○
％
（
一
八
○
○
万
円
超
）
で
あ

る
。
住
民
税
（
一
○
％
）
も
含
め
て
考
え
る
と
、
日
本

の
方
が
所
得
税
率
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

　
最
終
段
階
に
あ
た
る
還
付
額
・
追
加
納
税
額
の
計
算

は
少
々
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
申
告
書
記
載
者
全
員
の

所
得
合
計
額
か
ら
基
礎
控
除
・
給
与
所
得
控
除
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
控
除
を
行
い
、
課
税
所
得
総
額
（
Ａ
）

を
算
出
す
る
。
次
に
、
筆
者
（
愚
妻
）
個
人
に
つ
い
て

所
得
額
か
ら
基
礎
控
除
と
給
与
所
得
控
除
を
差
し
引
い

て
課
税
所
得
（
Ｂ
）
を
得
る
。
課
税
所
得
（
Ｂ
）
に
適

用
税
率
を
か
け
た
も
の
か
ら
控
除
額
（
累
進
差
額
）
を

除
い
て
筆
者
（
愚
妻
）
個
人
が
納
付
す
べ
き
所
得
税

（
Ｃ
）
を
計
算
す
る
。
続
い
て
、
課
税
所
得
総
額

（
Ａ
）
か
ら
筆
者
（
愚
妻
）
個
人
の
課
税
所
得
（
Ｂ
）

を
減
じ
た
も
の
に
適
用
税
率
を
か
け
、
さ
ら
に
控
除
額

（
累
進
差
額
）
を
引
い
て
筆
者
（
愚
妻
）
以
外
の
申
告

書
記
載
者
全
員
が
納
付
す
べ
き
所
得
税
（
Ｄ
）
を
導
き

出
す
。
最
後
に
、
必
要
納
税
総
額
（
Ｃ
＋
Ｄ
）
と
源
泉

徴
収
額
を
比
較
し
て
、
還
付
額
・
追
加
納
税
額
を
計
算

す
る
。
課
税
所
得
（
Ｂ
）
を
計
算
す
る
際
に
、
筆
者
を

基
準
に
す
る
か
、
愚
妻
を
基
準
に
す
る
か
、
に
よ
っ
て

必
要
納
税
総
額
（
Ｃ
＋
Ｄ
）
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
と
き
は
、
必
要
納
税
額
（
Ｃ
＋
Ｄ
）
が
少
な
い
方

を
記
入
す
る
。
納
税
不
足
が
判
明
し
た
場
合
は
、
追
加

納
税
額
な
ど
必
要
事
項
を
記
入
し
申
告
代
表
者
が
署
名

捺
印
し
た
税
金
取
立
委
託
書
を
申
告
書
に
添
え
る
。

申
告
完
了
後
は
税
務
署
か
ら
の
通
知
を
待
つ
だ
け
で

あ
る
。

　
給
与
所
得
者
に
関
係
す
る
台
湾
の
直
接
税
に
は
、
日

本
と
似
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
異
な
る
と
こ
ろ
も
多

い
。
税
金
の
支
払
い
、
と
り
わ
け
毎
年
五
月
の
所
得
税

申
告
は
、
追
加
納
税
の
有
無
と
そ
の
金
額
に
一
喜
一
憂

す
る
と
と
も
に
、
日
本
と
台
湾
の
発
想
の
違
い
を
認
識

す
る
良
い
機
会
に
な
っ
て
い
る
。

　
（
お
か
ざ
き
こ
う
じ
　
中
華
大
学
人
文
社
会
学
院

　
　
副
教
授
）
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